
E-mail   info@sskk-net.or.jp

更新講習案内

国土交通省からは有効期限の5年間を経過したことにより
補うべき能力、知識等を再確認するとともに、技術進歩や
法令改正等に対応した新たな能力や知識を付与し、登録消
火設備基幹技能者として求められる能力基準の確保を図る
ことを目的にした講習を実施するよう求められています。

有効期限5年間を経過し資格を継続する
には更新講習を受講してください

登録消火設備基幹技能者の皆さんへ
  （平成28年・令和３年 修了証取得）

令和８年 ２月

（一社）消防施設工事協会

問い合わせ先

登録消火設備基幹技能者講義・試験委員会事務局

（一社）消防施設工事協会内

〒102-0074　東京都千代田区九段南3-5-6 スマイルビル2F

TEL 03-3288-0352　FAX 03-3288-0362

修了証番号 第３１００００－０００００ 号

氏 名 消火 花子

(生年月日 ○○年○○月○○日)

実務経験を有する建設業の種類 ：

消防施設工事業

この者は、建設業法施工規則第18条の3第2項第2号の

登録基幹技能者講習を修了した者であることを証します。

この者は、消防施設工事業について、建設業法第26条第

1項の主任技術者の要件を満たす者であると認められます。

修了年月日 ○○年○○月 ○○日

有効期限 ○○年○○月 ○○日



　１．消防施設業の登録消火設備基幹技能者として業務に従事していること。

　２．消防法に基づく消防設備士・甲種１類２類３類、乙種・１類２類３類、第１種点検資格者の

　　　何れかの資格を有し、消防設備士及び点検資格者の更新講習を受講していること。

　３．職長経験として労働安全衛生法第６０条による職長・安全衛生責任者の教育を修了し、

         ５年以内ごとの「職長・安全衛生責任者能力向上教育（再講習）」を受けていること。

  ４．各種資格は、必要な更新講習等を受講し更新されていること。

　受講資格条件を満たす証明として次の書類を送付してください。

　１．消防設備士は、種類等が分かる表面と講習の受講状況が分かる裏面、第１種点検資格者免状

　　　は資格等が分かる表面をコピーし送付してください。また、受講日時点で失効していないこ

　　　とを確認してください。

　２．労働安全衛生法第６０条に基づく職長・安全衛生責任者の教育修了証（能力向上教育）をコピーし

　　　送付してください。

　１．受講はテキストを使って自習学習を行います。

　２．共通・専門・法令テキストは受講者へ郵送します。

　１．上記テキストとともに試験問題・解答書を受講者へ郵送します。

　２．自習学習後、能力診断試験「解答書」に解答を記入し期日までに事務局へ郵送してください。

（期日までに「解答書」が事務局に郵送されない場合は無効となります、注意してください。）

　３．更新には、正解率６０％以上で［能力診断試験」に合格する必要があります。

　１．受講料には教材費、修了証その他の関係費用が含まれています。

　２．申込受付後の受講料は原則として返却いたしません。

   ３．支払方法

・申請時に受講料の振込をお願いします。（振込手数料は申込者負担）

・振込先    三井住友銀行   飯田橋支店

   普通預金 7265941

   口座名義       一般社団法人消防施設工事協会

受講資格

必要証明書類

受講

更新講習能力確認試験

受講料 17,600円（消費税込）
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１．更新受講者は6月８日（月）（消印有効）までに申し込み、共通・専門・法律テキストを

　 　　（７月上旬発送）自習し、解答書は8月19日（水）（消印有効）までに郵送してください。

・3月中旬に修了証取得者の自宅へ

往復はがきで郵送します。

・4月20日（月）までに返信してください。

・4月１日に申請書一式をホームページに

掲載します。

・申込は６月8日（月）までに郵送してください。

・更新受講者へ7月上旬に発送します。

・各自でテキストを学習後、試験を行って

ください。

・解答書は8月19日（水）までに郵送して

ください。

・合格者は９月上旬に発表します。

・更新修了証は9月中旬に発送します。

解答書を期日までに郵送

更新受講日

更新講習の流れ

     事務局から更新のお知らせ及び
                           更新確認書送付

共通・専門・法令テキスト
試験問題、解答書郵送

申請書一式をH/Pより
ダウンロードし、作成・郵送

合格者ホームページ発表

更新修了証発行

更新確認書を返信

通信学習期間
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　期限を過ぎて資格失効した場合、有効期限経過後１年以内を特別処置期間と定め、次の方法

　で資格更新を受け付けます。

　１．更新講習実施期間に受講できない旨の事前連絡があった場合の処置

　　　・特別な理由により更新講習実施期間に更新講習が受講できない場合には、更新講習期間の前に

　　　　事務局に連絡を入れてください。

　　　・事前連絡を行い、有効期限経過後６ヶ月以内に更新講習を受講する事により資格更新が

有効になります。但し、有効期限を経過し資格が更新されるまでの期間は、経営審査事項等に

おける加点対象にはなりません。

         ・事前の連絡が無く、有効期限が経過した場合は、資格が失効します。

　２．資格が失効し、１年以内の処置（上記1．にて資格更新予約の場合を除く）

　　　・有効期限経過後１年以内に開催される登録消火設備基幹技能者講習の修了試験（講義は免除）

　　　　を受講し合格する事により資格更新が可能となります。

　　　・有効期限を経過し資格を失効している期間は、経営事項審査等における加点対象にはなりません。

　３．有効期限経過後1年を超えた場合の処置

　　　・有効期限経過後、1年を超えた更新講習者は資格が失効します。再度、登録消火設備基幹技能者講習

　　　　を受講してください。

　　　・失効中は経営事項審査等における加点対象にはなりません。

　

　　　　〒１０２ｰ００７４　東京都千代田区九段南３－５－６  スマイルビル2F

　　　　（一社）消防施設工事協会

　　　　登録消火設備基幹技能者講義・試験委員会事務局 

     　　　　　TEＬ 03-3288-0352

【簡易書留又は特定郵便等受取り確認可能な方法でお願いします】

郵送先住所

更新講習期限切れ
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